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機器、装置
又は設備

基準 補助率

低燃費型建設機
械

土木建築に関する工事及び河川、道路その他の施設の維持管理作業の用に供される機械であって、次のイからホまでの
いずれか一に該当するものに限る。

イ特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号。以下「オフロード法」という。）第２条第１項に規
定する特定特殊自動車のうち、オフロード法第12条第１項又は第２項の適用を受けるものであって、次の①又は②のいず
れか一に該当するもの。

①原動機として電動機と内燃機関を備え、かつ、機械の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電
装置に充電する機能（エネルギー回生機能）を備えた油圧ショベルであって、国土交通省が策定した「低炭素型建設機械
の認定に関する規程」に基づき認定されたもの
②内燃機関により発電機を稼働し、発電された電気エネルギーを動力として電動機を駆動（発電式）するブルドーザであっ
て、国土交通省が策定した「低炭素型建設機械の認定に関する規程」に基づき認定されたもの

ロ蓄電装置に充電した電気エネルギーを動力として電動機を駆動（バッテリ式）する油圧ショベルであって、国土交通省が
策定した「低炭素型建設機械の認定に関する規程」に基づき認定されたもの

ハ有線により外部から供給される電力を動力として電動機を駆動（有線式）する油圧ショベルであって、国土交通省が策定
した「低炭素型建設機械の認定に関する規程」に基づき認定されたもの

ニ　蓄電装置に充電した電気エネルギーを動力として電動機を駆動（バッテリ式）する電動ショベル又は電動ホイールロー
ダ又は電動ホイールクレーンであって、国土交通省が策定した「GX建設機械の認定に関する規程」に基づき認定されたも
の

ホ　有線により外部から供給される電力を動力として電動機を駆動（有線式）する電動ショベル又は電動ホイールローダ又
は電動ホイールクレーンであって、国土交通省が策定した「GX建設機械の認定に関する規程」に基づき認定されたもの

２パーセント


